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1.は じ め に

1-1.本 稿 の 目的 ・対 象

本稿 は,2005年11月 に名 占屋 地 区 にお いて 中小 規模 の 会社 に 対 して行 った

ア ンケー ト調 査につ き,検 討結 果 を記す もので あ る.

ア ンケ ー トの実施 か ら若r一の 時間 を経 過 して い るため,時 宜 を 失 した感 もあ

る、1しか し,「 会社 法}の 制 定 は,商 事法 制 にお いて,戦 後 最 大の 大 変lk-ltl_とい

うべ き一 大 事であ った。 しか も,そ の改ilの 影響 は,中 小 規 模の 会社 にお いて

最 も大きい もの といえ る、 そ れ ゆえ,会 社法 が成 ㍍して か ら施 行 までの 「狭間1
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にお いて,中 小規模 の 会社 が いかな る状況 にあ ったか は,今 後 の会 社法制 の 方

向性 を 見定 め るた め に も,,,41`'・.な視 座 を 与え得 る もの と思 われ る。 そ こで,若

r時 間的 間隔 は空 いて しま って い るが,検 討結 果を公 表す る こと と した。

r回 の ア ンケ ー ト調 査 では,株 式 会社 だ けで な く,合 名会社 ・合 資会 社,イ1

限会 社(iE確 に は 「旧有 限会 社」 と称す べ きで あろ うが,本 稿 で は,調 査時点

を基準 と して,単 に 「有限会 社」 と称す る)も 対象 と した。tて の集 計結 果 は,

本稿 に続 いて 掲 載す るの で ご参照 頂 きたい。 た だ し,こ の うち,合 名会 社 ・合

資 会社 お よ び 有限 会 社 の調 査結 果 につ いて の 検 討 は,既 に 別稿 で 公 表済 で あ

る1。 そ こで,本 稿 で は,株 式 会社 に関 す る調 査結 果 につ いて検 討 を加 え る こ

とと し,合 名会 祉 ・合 資 会社 お よびイ∫限会社 の調 査結 果 につ いて は,必 要 に応

じて 参照 す る ことに と どめた。

なお,今llliの ア ンケー ト調 査の 企画 は,2003年 度 に行 った ア ンケー ト調 査:

(以i・'「2003年 度 調査」 とす る)に 引 き続 いて計 画 され た もので あ る。 そ こで,

2003年 度調 査の結 果:につ いて も,参 考に な る場 合 は比 較対照 す るこ とと した。

1-2.調 査 の概 要

今回 の調 査 は,名 占屋 商i会 議 所 と名 占屋大学 新会 社法 研究 会(座 長:浜 田

道 代名 占屋 大学 教授)の 合 同企1由「に よ り,中 小 企 業を対 象 に,会 社法 にて 改 正

され るポ イ ン トに関 して,実 態 の 調 査を行 った{。 名 占屋 商n会 議 所 の会 員企

業を対 象 と して,会 社組 織 形態 別 に作 成 した ア ンケ ー トを送 付 し,FAX返 信

ノ∫式 で 実施 した。 ア ンケー トの1[li収期 間 は,2005年11月1日 か ら11月3011

までで あ る。 ア ンケー トを送 付 した のは,具 体 的 には,資 本 金5億 円未満 の株

111広 瀬 裕樹1合 名 ・合資 会 社 およ び旧 有限 会 社 に対す る会社 法 の影 響1浜 川道 代 先生

還暦 記念 「検 証 会社法 、II431'1(信1「1社,2007年),

(2}家 川崇 π広瀬 裕 榿1「中小 規 模株 式 会社 の 実 態 」 名 占屋 大学 法政 論 集20(〕,;ぐ5♪1'1

(20041".)、

(31ア ンケ ー ト項 目の 作成 は,名 占屋 商L会 議所 と名liゴ屋 大学 新 会社 法研 究 会に て 共同

で行 わ れ たが,原 案作 成 な どは,も っぱ ら齋藤 孝 ・氏(マ ック税 理L法 人 代 表社 員 ・

税 理is>が 中心 とな って行 われ た
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中小株式会祉に対する会社法制定の影響

式 会 社中4500社,合 名 ・合 資会 社350社,有 限会 社1500社 で あ り,llll答を得

たの は,そ れ ぞれ,471社(10.5%),27社(7.7%),160社(10.7%)で あ っ

た。 なお,合 名会 社で 回答 してい ただ けた の は1社 で あ った。

今lillの調 査で は,「 回答 す る と 『新会 社 法』 の ポ イ ン トが 解 る ア ンケー ト」

と称 して,ア ンケー ト項 目の 合間 に コ ラムを差 し人 れ,会 社 法 で改if:された ポ

イン トをt'易 に解 説 した。 ア ンケー トへの 回答 を進 め てい けば,会 社 法 に対 し

て理解 を深 め るこ とが で きる とい う趣 向で あ る。 この よ うな形態 を採 ったの は,

一・つ には 「新会 社法」 の啓 蒙を 目指 した とい うこ ともあ るが ,主 た るね らいは,

ア ンケー トlill収率 の向 ヒで あ る。2003年 度 調 査 にお け る回収 率 は18.4%で あ

り,実 態 を よ り且E確に反映 す べ く回収 率 を高 めた か ったか らで あ る。 そ の ため

に,ア ンケ ー トの項ll数 も絞 った。 会社 の属性 に関す る質 問項 目は7項 目(業

種,資 本 金,直 近 年 間売 ヒ高,会 社設1の 年,創 業の 年,経 営 者 の経 歴,法 人

税法 ヒの 会社 の 区 分151),会 社法 に関 す る質 問項 目は,そ れ ぞれ,株 式 会社 は

36項 口,合 名 ・合 資会 社 は13項 「1,有 限会 社 は8項 目に と どめた。 しか し,

結 果的 に は,既 に 示 した通 り,回 収 率 は10%強 に とど ま った。 この よ う に,

ll11収率 を高 め よ うと したね らい は ト分 には達成 で きな か った。

標 本数 と して は ト分 な 量とは いえ な いであ ろ う。 しか し,情 報 と して意味 が

な いわ けで はな い。 そ こで,標 本 数 が少 な い ことに は ト分 に配 慮 しつつ 分析 を

行 い,そ の結 果 を公 表す るこ とと した次 第で あ る。

(4)今 回 の調 査 にお い て,対 象 とな る会 社 を リス トア ップす る便 宜 ヒ,株 式 会社 で は資

本金5億Ill未 満の 会社 を 「III小企 業 」とみな す こ とと した,,こ れ は2003{1三 度調 査 と同

じで あ る。 家IH崇=広 瀬裕 樹 ・ryij掲注12)論 文 ぐ5>頁 参照、、

(5)法 人税 の 申告 にあ た り,会 社 は,「 同族 会社 」,一非 同族 の1司族会 社」,「非1司族 会社1

に区 分 され る,「 同族 会社 」 とは,個 人株i三とそ の親族 な ど特 別の 関係 に あ る個 人お よ

び法 人を あわ せて 株i三グ ルー プ と し,そ の ヒ位3グ ルー プで 株式 の過.,数 を 占め る株

式 会社(法 人税 法2条10号,法 人税 法施 行 令4条)と 定義 され る。 株i構 成 の概 要を

簡 易に確 認 で き るた め,2003年 度 調 査 に引 き続 いて 調 査項1;と した,こ れ らの概 念 に

つ いて は,若t=.'.い 文献 で あ るが,ii'"lll雅 雄 「会 社税 法1281∫{以 ド(悠 々社,1997

年)を 参照 され た い。
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今llllの調 査で は,前 述 の とお り,会 社法 改 正のポ イ ン トに焦 点 を絞 ってお り,

会社 の属性 な どの 調 査を直接 にはii的 と して ない。 そ のた め,会 社 の属性 な ど

に関す る調 査項 目を 前述 の よ うに限定 して いる。 もっ とも,資 本金 や売 ヒ高 な

どは調べ て お り,こ れ は これで 貴 重な情 報で あ る。 そ こで,会 社の属 性 に関す

る調 査結 果 も視野 に人 れ検 討を 行 った,、

な お,株 式 会社 の回 答の うちに は,資 本金 の解 答欄 に5億 円以 ヒと回 答 した

会社 も存 在 した。 そ こで,以 ドの検 討で は,そ れ らを 除 いた468社 のll1i答を対

象 とす るこ と とす る(後 掲 のtfil-Tlllも 同様)、,

2.回 答会社の属性 な ど

会社 の属 性 に関す る調 査糸占果 の概 要は,次 べ 一 ジに 示す通 りで あ る。 こ こで

は,2003年 度調 査 と比 して特 徴 的な ところを2点 指摘 して お きたい。

第 ・に,回 答会 社 の規 模 に関 して であ る。2003年 度 調 査で は,資 本 金 のa%

均 は8024万 円,売L高 の'r均 は39億9639万 円で あ った1'、、 今 回 の調 査 のlli1

答 会 社 は,2003年 度 調 査 と比 して 小 規模 の ものが 多い よ うであ る(【 図表1】

も参照)。

第:に,会 社の 歴 史 に関 して で あ る。2003年 度 調 査で は,会 社設 、Z年の'r

均 が1965年,創 業 年 の'F均 が1953年 で あ り,経 営 者 の履 歴 は,創 業 者 が

18.0%,次 世代(前 経 営 者のf供 な ど)が47.1%で あ ったr,2003年 度 と比 べ

る と,会 社 設 、膣五年 の'f`一均,創 業 年の'r均 は若 く,創 業 者が経営 してい る割 合が

高 い(ノ

今囲 の調 査で は歴 史 の浅 い会社 の割 合が 高 く,そ の ため に規模 も比 較的小 さ

くな って い ると理 解 し得 るか も しれ ない。

なお,資 本金の額 に関 して は,「8.調 査結 果か ら見た 資本制 度の意 味」 にて,

さ らな る考察 を行 って いる。

〔GI家 川崇 一広瀬 裕桑宣童・前掲 注(2)〈24>r{参 照,

{7)家 川崇 広瀬 裕樹 。Ilil掲注(2}ピ7㌧ 亘
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中小株式会社に対する会社法制定の影響

回答会社(468社)の 概要
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翻答会社(468社)の 規模構成 構成比

図表1回 答会社の構成比

1000万 未満 1社 0.2%

iOOO万 一2000万 未 蘇 238社 50.9%

2000万 一3000万 来 莇 59社 i2.s%

3000h-5000万 未 蘭 65社 13.9%

5000万 一7000万 末 濁 36社 7.7%

7000万 一1億未満 n社 3.6%

1億 以上 50社 io.7%

無回答 2社 0.4%

1000万未満

1000万一2000万未満

2000万1/1万 未満

3000万 一5000万未満

5000万 一7000万未満

7000万 一1億未満

1億以上

無回答

回答会社の規模楕成(会 社数)

050100150
会社数

zoo2so

回x会 社の規模楢成(構 成比)

0%20%40%50%80%100%

醸1000万 禾渦 響1000万.2000万 未満2000万 一3000万未満 齢3000万.5000万 未満

顧5000万 一7000万未満7000万.τ 憶禾満 ■1億以上 醍無回答

※参考,2003年 度≡周査(471社)の 規模構成

1000万 円未満 2社 0.4%

1000～2000万 円未満 104社 22.1%

2000～3000万 円未満 66社 14.0%

3000～5000万 円未満 83社 17.6%

5000～7000万 円未満 53社 11.3°k

7000～1億 円未満 71社 15.1%

1f.$円以上 89社 189%

無回答 2社 0.6%

2003年 壌調査における回答会社の規模構成(会 社数,会 社数

020406080100120

1000万 円未満

1000～2000万 円未満

2000-3000万 円未満

3000～5000万 円未満

5000^-7000万 円未満

7000～1億 円未満

1億円以上

無回答

2003年度調査における回x会 社の規模禍成(構 成比)
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中小株式会社に対する会社法制定の影響

3.「 最低 資本金」規制

最 低 資本金 制度 の撤廃 につ いて意 見を求 めた(問1:後 掲 の集 計結果 を 参照,

以 下 同 じ)。4つ あ る選択 肢 か ら2つ まで選 択 して も ら った とこ ろ,最 低 資本

金 制度撤 廃 に肯 定的 な2つ の選択 肢(① 創業 を励 ます 制度 で あ る,② 最 低 資本

金 規制 は債 権者 保護 に役 立 って い ない)の 少 な くと もいず れか を選 択 した 会社

は219社(46.8%)で あ った。 一 方 で,最 低 資 本金 制度 撤廃 に否定 的 な2つ の

選択 肢(③ 取 引先 が株式 会 社で あ って も安心 して 取 引で きな くな る,④ 安 易 に

株 式会 社 を設立 す る こ とが で き株式 会社 全体 の信 用 を低 下 させ る)の 少 な くと

もいず れか を選 択 した 会社 は305社(65.2%)で あ った(【 図 表2】 参 照)。

2003年 度 調査 で も,最 低 資本 金 を1000万 円以 上 引 き上 げ るべ きか,引 き 下

げ る(撤 廃 す る)べ きか につ いて調 査 した。 そ の結 果,最 低 資本 金制度 撤廃 に

否 定的 な意 見が60.7%あ り,肯 定 的 な意 見 は20.0%と な った(H1。質 問項 目の あ

図表2

問1.最 低資本t制 度の撤廃について,貴 社のお考えをお聞かせ ください。

貴社の考えに最も近い項日を1つ か2つ お選 びください。

18)家 田崇=広 瀬 裕樹 ・前掲注12)<17>頁,お よ び 〈19>頁 【図 表20】 参 照。
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り方 が 異な って い る ことを 考慮 した と して も,今lli1の 調 査結 果 で は,2003年

度 調査 よ りも最 低 資本 金制度 撤廃 につ き理 解 が進 んで い るよ うに も思 え る。 た

だ し,最 低 資 本金制 度撤 廃 に 肯定 的 な2つ の選 択肢 を いず れ も選 択 した会 社 は

38社(8.1%)に と どま り,ま た,最 低 資本 金 制度撤 廃 に否定 的 な2つ の選択

肢 を いず れ も選択 した会 社 は100社(21.2%)に とど ま った。 肯定 的 な選 択肢

と否定 的 な選 択 肢 を同 時 に選 んだ 会社 も無視 で きな い ほ ど存在 して いた。 「胸

の 内」 は なか なか複 雑 とい った と ころで あ ろ うか。 そ れ ゆえ,今 回 の調 査結 果

を受 けて,最 低 資本 金制 度撤 廃 の理 解 が進 んだ とは一概 に結 論づ け られ ない よ

うに思 われ る。

次 に,資 本金 が小 さい会社 と新 規取 引 をす る際の 行動 につ いて 聞 いた と ころ

(問3),① 「相 手の経 営 者の 人柄等 で取 引 を開 始す るか ど うか 判断 してお り,

資 本金 の 大 小 はあ ま り関 係 がな い。」 と回答 した会 社 は227祉(48.5%)で あ

り,② 「資 本金 が小 さい会社 と新 規取 引をす る ときは,現 金 決済 や前受 金 の要

求 を 条件 にす るな ど,慎 重に 判断 す る よ うに して い る。」 と回 答 した会 社 は

193社(41.2%)で あ った(【 図 表3】 参照)。 要す る に,取 引の 際 に相手 会 社

の 資本 金の 大小 につ き,気 に しな い との回 答 と,気 にす る との回答 で,大 き く

2つ に割 れ たわ けで あ る。

なお,気 に しない と回答 した会社(① を選 択 した 会社)は,資 本金 の 平均 が

図表3

問3.i社 で は,資 本 金が 小 さい 会社 と新 規取 引を す る際 に,ど の よ うに され てい

ます か?貴 社 の 考え に最 も近 いliillを1つ お選 び くだ さい。

欝
その他1

94%

相手の経営者の人柄等で取引を
開始サるかとうか判断してお

り、資本金の大小はあまり関係

がない1,
48.5
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中小株式会社に対する会社法制定の影響

3418万 円,売 ヒ高 の'F均 が18億1983万1'1,創 業 者経 営 の割合 が39.2%で あ っ

たの に 対 し,気 にす る と回答 した会社(② を選 択 した会 社)は,資 本金 の'F均

が5087万 円,売 ヒ高の'F均 が22億9419Jil'1,創 業 者経 営 の割 合 が26.4%で

あ った。 今回 の調 査結 果 では,会 社 の歴 史が長 く規 模 が大 きい 会社 は取 引相 手

の資 本 金の 大小を 気 にす るが,会 社の歴 史が浅 く小 規模 な 会社 はそ れ ほど気 に

しな い,と い う傾 向が あ った よ うで あ る。

4.機 関関係

4-1.取 締役 ・取 締 役会

取締 役 の 人数 につ い て は,取 締役3名 と回答 した会 社が230社(49.1%)で

あ り,圧 倒 的で あ った(【 図 表4】 参照)。 な お,取 締 役3名 と回 答 した 会社 の

資本 金 の'F均 は2147万 円,売 ヒ高 の'r均 は8億846万f'1で あ り,全 体 の'r均

と比 してか な り小 規模 で あ る。 ま た,創 業 者経 営 の割 合 は42,6%で あ り,次

世代 経営 の割 合 も39.1%で あ った 。 合 わ せ る と81.7%に な る。 それ ゆ え,取

締 役3名 と回 答 した会 社の ほ とん どが 「家族 的経 営 」 によ る小規 模 な会社 で あ

る といえ よ う。

続 い て,名 日ll勺取 締 役 の 有 無 につ い て 調 査 した と こ ろ(問7),317社

(67.7%)が 「存 在 せず 」 と回 答 した(【 図 表5】 参照)。'F数 以i一が 「名 目的

図表4

取締役の数 炉噛炉1工K,1いUliハ 〕

1人 0社 0.0%

2人 9社 1.9%

3人 230社 49.1

臓

講4人 99社 21.2% 灘雛灘懸轍霧
5人 53社 11.3%

lh

づ人

蔭,ノ

〃

,代

1

1い

一 ■

6人 28社 60%

7人 19社 4.1

8人 7社 1.5%

`

馨

1

蒙
咀

9人 7社 1.5%

io人 3社 o.sio

11人 1社 0.2%

12人 5社 1.1%

13人 4社 0.g%
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取締 役 な し」 と回答 した ことは,・ 般 的 な観念 か らは乖 離 して い ると もいえ よ

うか。 しか し,2003年 度調 査で も 「名H的 取 締役 な し」 とのlni答は73.6%あ っ

た ㌔ そ れ ゆえ,我 々の 「固定 観 念」 こそ修il:すべ きな のか も しれな い。 もっ

と も,こ の数 値 は,会 社 の規模 に よって変動 す る。 会社 の規模 が小 さ くなれば,

[名 目的取締 役 あ り」 との回 答が 増加 して い く。 それ ゆえ,我 々の 「固定観 念」

はいか な る会 社 に対す る ものな のか を,改 め て認 識す る必 要が あろ う。 会 社 の

規 模 が機 関 構 成 のあ り方 に影Si=iを及 ぽ して い る こと につ いて は,「7.小 規模

会 社 と中 規模 会社 の相違 」 にて 後述 す る。

一 方で
,取 締役 会 の開 催頻 度 に関す る調 査を した と ころ(問8),3ヶ 月に1

回 以 ヒとの 回答 は134社(28。6%)に と どま った。 非 常 に 多 くの 会社 が 「違 法

状 態」 で あ った ことが窺 え る。 さ らに,議`拝 録 の作 成 につ いて も(問g),「 ④

取 締 役 会後,常 にrl社 で 作成 して いる。」との会 社 は211社(45.1%)あ るが,

「② 取締 役 会 は 開催 して い ない が,議 事録 だ け は作 成 して い る。」 との 回 答 が

48社(10.3%),「 ③ 役 員変 更登記 の 時 な ど に限 り,外 部 に 委託 して作 成 して

い る。」 との 回 答が191社(40.8%)で あ り,こ の2つ を 合わせ る と(② ま た

は③ とlll1答),239社(51.1%)に な る。 す な わ ち,liii答 会社 の過.,数 が,議

'拝録作 成 につ いて 「違法 状態 」 であ
った わけ であ る。

19)家 田崇 ・広 瀬裕 樹 ・前掲 注(2)q1>貞,お よ びq2>1'1の 【図 表10】 参照、、
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中小株式会社に対する会社法制定の影響

な お,2003年 度 調 査 で も取 締 役会 の 開催 頻 度 につ いて は調 査 して い るが,

その 結 果 は,「 月1回 以 上 開催 」 との 回答 が33.1%,「2,3ヶ 月 に1回 」 との

回答 が28.5%で あ り,「 開 催 せず 」 との 回答 はわ ず か7.6%で あ ったq【U。今 回

の調 査 とで小 さ くな い差 が生 じて い る。 この差 は,回 答 会社 の会 社規 模構 成比

が大 き く異 な って い るこ と(前 掲 の 【図 表1】 参照)に 由来 して い るの では な

いか と考 え られ る(後 述 の 「7.小 規模 会 社 と中規 模会 社 の相違 」 参照)。

次 に,新 しい法 制度 の 下で,取 締役 会 を設置 す るつ もりか 否 か につ いて調 査

した(問11)。 取 締 役 会 を 置 くと した会 社 は252社(53.8%),取 締 役 会 を 置

か ない と した会社(取 締 役 を1人 また は2人 との回答 含 む)は196社(41.9%)

で あ っ た(【 図 表6】 参照)。 取 締 役 会 を置 くと した 会社 は,資 本 金 の平 均 が

6517万 円,売 上 高 の 平均 が33億8370万 円 で あ った の に対 し,取 締 役 会を 置

か ない と した会社 は,資 本金 の 平均 が1969万 円,売 上 高 の平均 が7億6441万

円 であ った。 会 社規 模 に大 きな差 が あ るこ とが見受 け られ る。

また,取 締 役 会を 置 くと した会 社 の うち,実 際 に取締 役 会 を開催 す る予定 の

会社 は181社(71.8%)で あ った(問12参 照)。 現状 で取 締 役会 が機 能 して い

るので今 後 も取締 役 会 を設 置 し続 ける,と い うこ とで あ ろ う。 さ らに,上 述 の

(10》家 川崇=広 瀬 裕樹 ・前掲 注(2)〈11>頁,お よ び<12>頁 の 【図 表10】 参照。
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よ うに,こ れ らの会 社 は小規 模で は ない こ とに留 意 すべ きで あ る。

取 締 役 会 を置 か な い と した会 社 に,そ の理 由を聞 い た と ころ(問13),「 迅

速 な意思 決 定 をす るため」 との選択 肢 を選 ん だ会 社が87社(44.4%)と 多 く,

次 い で,「 取 締役 会 の開 催,議 事録 の 整備 は 大変 だ か ら」 との選 択肢 を選 んだ

会 社が49社(25.0%)で あ った。

以 上 の調 査結 果 に鑑 み る と,「 中小企 業」 と いえ ど も,中 規模 な 会社 と小 規

模 な会 社で,機 関構 成の 志向 が異 な って いる こ とが 窺え る。 会社法 は,取 締 役

会非 設置 会 社制 度や,取 締 役 会決 議省 略制 度(会 社 法370条)を 設 けるな ど,

小規 模 な会 社用 の機 関構 成を 用意 して い るが,そ れ らは実 務 的ニ ー ズ とよ く合

致 して い るとい うこ とが窺 え よ う。

一 方 で
,取 締 役 の 任 期 に つ い て は,任 期 延 長 を しな い 会 社 が224社

(47.9%)と 多 く,10年 ま で延 長す る と回答 した会社 は52社(11.1%)に と ど

ま った(問15,【 図 表7】 参照)。 上 限一 杯 まで延 長 す る こ とに は心理 的 抵抗

が あ るの で あろ うか。 あ るい は,任 期 中に解 任 した場 合 の損害 賠償 責任 を考慮

す る と,更 新 時 の登記 料 の方が 安 い,と い う 「勘 定」 が な され て いるの か も し

れな い。

取 締 役 の 欠格 事 由 に つ き 破 産 者 を 外 した こ と につ いて は,反 対 が271社

(57.9%)あ り,賛 成 した152社(32.5%)を 上 回 った(問14)。 破産 者 に対す

る社 会の風 当た りは まだ強 い とい う ことで あろ う。

:1



中小株式会社に対する会社法制定の影響

4-2.監 査役

まず,名 目的 監 査役 の有 無で あ るが(問16),名 日的監 査役 が存 在す る と し

た 会 社 は320社(68.4%),名 目的 監 査 役 は存 在 しな い と した 会 社 は142社

(30.3%)で あ った(【 図 表8】 参照)。2003年 度 調 査で は,名1-1的 監査 役 が存

在す る と した会 社 が45.4%で あ り,名 目的 監 査役 は 存在 しな い と した 会 社 は

54.6%で あ ったulこ とか らす る と,大 き く異 な るが,こ れ も回 答 会社 の会 社規

模構 成比 が異 な って い るこ とに 山来 して いる もの と思 わ れ る。

名 目的監 査役 が 存 在す ると した 会社 は,資 本 金の'F均 が3166万 円で あ り,

同族 会 社の割 合 が72.2%(231社)で あ った。 これ に対 し,名 目的監 査役 は存

在 しな い と した会 祉 は,資 本 金の'F均 が7500万1'1で あ り,同 族 会 社 の割 合が

52.1%(74社)で あ った。 名Ll的 監 査役 の 有無 は,会 社 の規 模 お よ び経営 者

の履 歴 で違 いが 出て くるよ うで あ る。

なお,名II的 監 査役 が 存在 す る と した 会社で,名 目的 取締 役 も存 在す るの は

130社(40.6%),存 在 しない の は190社(59.4%)で あ った。 名 目的 監 査役 は

存 在 しな い と した 会社 で,名 日的取 締 役 も存在 す るの は19社(13.4%),存 在

しな いの は123社(86.6%)で あ った(【 図 表8】 参照)。 名Il的 監 査 役の 有無

は,名ll的 取 締 役の 有無 と,相 応 の相 関関 係が あ るよ うで あ る。

図表8

名目的な

監査役は 無回答

いない1
.3%30

.3%

名目的な監査役が

存在している

68.4%
麟名目的な取締役が存在 している 墨名目的な取締役はいない

(111家in崇=広 瀬 裕 植1・ 前 掲 注 〔2)〈13>1'1,、
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ただ し,名 目的11LIK役 が{f在 す るか らとい って,必 ず し も会社法 施 行後 に監

i役 を 設置 しな い と動 くわ けで はな いよ うで ある。 名fl的 監 査役 が存 在す る会

社 に お いて,監 査 役 を 置 か ない と した 会社 は27社(19.0%)に と どま り,1

人 置 くとす る会 社 は86社(60.6%)も あ った(監 査役 設 置の 意 向 につ き,問

17参 照)。 同様 に,会 計 参 与を置 いた場 合 の監 査 役設 置の 有無 の意 向 を調 査 し

た項 目(問20)と の間 に もそれ ほ ど相 関 関係 は 見 出せ なか った。 それ ゆえ,

監 査役設 置 の有無 を決 め る 要因 は,他 に もあ り得 る とい うことな ので あ ろ う。

例え ば,家 族 的経 営 の会 社 におい て,家 族 に対 して 「生 活費」 な い しは 「お小

遣 い」 を渡 す た め に,「Pc1一.t:/IIL11一役」 に就 いて も らい,報 酬 を 支払 って い る,と い

う状 況で あれ ば,現 状 で 名11的 監 査役 が存在 す る と して も,r後 も監 査役 を置

き続 け る とい う選 択 をす る こと も考え られ よ う、,

4-3.会 計参 与

会 計参 与につ いて は,ま ず,設 置の意 向 につ いて 調 査 した(問19)。 設置 し

たい との!lli答はX13社(9.2%)で あ り,設 置を 考え て いな い との回 答 は233社

(49.8%)で あ った(【 図 表9】 参照)。 設 置 に消 極 的 な会 社 が ほぼ'卜数 を 占め

た とい うの は,概 ねr想 の範 囲 内で あ る。 ただ し,「 様t一を 見て 考え る」 との

illi答も179社(38.2%){f在 した。 ア ンケ ー トを会 社法 施行 前 に実施 した とい

う時期 が 影響 して い る もの と思 われ る、,
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中小株式会社に対する会社法制定の影響

会 計 参与 の報 酬 につ い て は(問21),月 額10万 円未 満 とす る会 社 が過 半数

(52.6%)で あ った(【 図 表10】)。 現 状 の税 理 士報 酬 の額 と同様 の感 覚 で 回答

した会社 が 多い よ うで あ る。 な お,会 社 の規模 が大 き くな れば,若 干 「財布 の

紐 が緩 む」 傾 向が あ る。 例 え ば,資 本金 一億 円以 上 の会 社(50社)は,月 額

20万 ～30万 未 満 が 妥 当 と した会 社 が8社(16.0%)存 在 した(【 図表10】 参

照)。

ただ し,い ず れ にせ よ,こ の額 で は,会 社 の役 員 と して 負 う ことにな る重い

責 任 とは適 合 し得 ない よ うに も思 わ れ る。 そ れゆ え,会 計 参与 制度 が普 及す る

た め に は,「 会 計参 与 を設 置す る メ リ ッ ト」 が,会 社側 が 相応 の 負担 を妥 当 と
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感 じられ る ほ ど実 質化 し うるか,と い う ことが鍵 を握 って くる といえ よ う。 こ

の点 に関 連 して,「 会 計 参 与を設 置 す る と した ら金融 機関 に 対 して 要望す る 事

項 」 を聞 い て み た と ころ(問22),貸 出 金 利 面 で の 優 遇 を 求 め る回 答 が,

131社(28.0%)と 最 も多か った(【 図 表11】 参照)。 また,「 個 人保 証の 免除 」

を求 め る回 答(「 代 表取 締 役 本人 の保 証 の免 除」 また は 「第{者 保証 の免 除 」

を 選択 した 回答)は,160社(34.2%)に の ぼ った。 それ ゆえ,こ うい った'拝

柄 が,「 会 計参 与を設 置す るメ リッ ト」の実 質 化の 対 象 にな り得 る もの と思 わ

れ る。 これ か らの 金融実 務 の展開 が注liさ れ よ う。

5.株 式関係

5-1.自 己株式 取得

相続 株の 買取 制 度 につ いて は(問23),導 人 した い と回 答 した 会社 が176祉

(37.6%)存 在 した(【 図 表12】)。 や は り,関 心 は高 い よ うで あ る。 な お,経

..,,
'i7の 履 歴 との 関係 を 見てみ た と ころ,創 業 者経 営 の会 社で は導 人 した い との

回 答 が39.1%で あ った 」IJで,次lit代 経営 の会 社 で は45.6%,ま た,前 経 営

者 の 兄 弟 な どが 経 営 して い る会 社 は46.7%と それ ぞれ 跳 ね1が った(【 図 表

12】 参照)。 創業 者経 営 の会 社 の数 字が 低 い わ けで はな いが,二 代 日以 降 が継

いで い る会社 におい て,相 続 問題 は 切実 化 してい る と理解 す る ことが で きよ う。
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中小株式会社に対する会社法制定の影響

自 己株式 取 得 につ い て は,20%弱 が,取 得 の 経験 あ りと回 答 した(問24,

【図表13】 参照)。 また,取 得 のパ ター ンも様 々で ある(問25,【 図 表13】 参

照)。 中小 規 模 の会 社 にお いて も,自 己株式 取 得 のニ ー ズが現 実 に存 在 してい

る もの と理 解で きる。

5-2.株 券不 発行 制度

株 券不 発行 制度 に つ いて は(問27),80%強 が株 券不 発 行会 社 を選択 す る意

向 を示 した(【 図表14】)。2003年 度 調 査で は,株 券 不発 行制 度の 是非 につ いて

調 査 した と こ ろ,株 券 の不 発 行 を許 容 す べ き と した 回答 が58.3%で あ った。

株 券 不発行 制度 につ いて の理解 が よ り深 ま った とい うこ とで あ ろ うか 。

5-3.種 類株 式

議 決 権制 限 株 式 お よ び株 主 の権 利 の 内容 が 平等 で な い株 式 につ いて は(問

28,問29),い ず れ も,「 発行 しない」 とい う回答 が,ほ ぼ 半数 を 占め た(【 図
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表15】 参照)。 ただ し,「 よ く分 か らな い」 とい う回 答 も少 な くない。 種 類 株

式制 度 の認知 度 が低 く,具 体 的な 有川性 が まだ実 感で き ない とい う ことなの か

も しれ ない。

問28.議 決 権 制限 株式 につ いて

よ く わ か ら な い,、

34.8°'°

議決擁制限株式の発鯛
答 行を検討 してみた

3.0%a

Il'属

盤.譲 響 野
譲灘鶏篠鋤

。義,夫亨崔胎II限生朱式σ)発.

riはしない+.込みて

ある

451°h

図表15

問29.株ilの 権利の内容 が'r等 でない株式につ いて

とこ ろで,問29に お い て株i三の 権利 の 内容 が'r等 で ない株 式 につ き 「発 行

を 検討 してみ た い」 と回 答 した会祉(33社)は,そ の ほ とん ど(32社)が,

問28で も議決 権 制 限株式 につ き 「発行 を検 討 して み た い」 と回 答 して いた。

これは,具 体 的 なニ ー ズが 一・部の 会社 では あ るにせ よ確実 に 存在 して い るとい

うこ とな ので あ ろ うか。 そ れ と も,「 好 奇心 旺 盛」 な 会社 が 一定 数存 在 して い

るとい うことな ので あ ろ うか。 今 回の調 査結 果 だけ で何 らかの 推論 を導 くこ と

は困 難で あ ろ うが,い ず れ にせ よ,種 類株式 制度 につ いてri:1し て い る層が 存

在 して い るとい う ことは確 認 で きるよ うに思 われ る,、

6.そ の 他

6-1.決 算公 告

言 うまで もな く,決 算公 告 につ いて は,会 社法 ドで も,旧 商法 ドの株式 会社

で も義 務 であ る(会 社法440条,旧 商 法283条4項)。 もっと も,会 社 法で は,

最 低資 本金 制度 の撤 廃 な どの規制緩 和 を推進 して い るた め,他 方では情 報開 示

を徹 底 させ よう とい う動 きにな って いる。 そ のた め,決 算公告義 務違 反 につ き,

過料 の 制裁 が発動 され る 可能性 が 高 くな った と判断 し,今 回 の調 査で は,決 算
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公 告義 務 が実 質化 す る こ とを前 提 に調 査項 目を組み 立て たq2,。

そ こで,「 新 会社 法 施行 後,決 算 公告 が迫 られ る場 合 に は,ど の よ うな方法

で公告 を行 うこ と とす るか」 と質 問 した と ころ(問31),半 数近 く(215社:

45.9%)が,イ ンター ネ ッ ト上 で の公 告 を志 向 した(【 図 表16】)。2003年 度 調

査 で は,イ ンタ ー ネ ッ ト上 で の 決算 公 告 に つ き関 心 を 示 した回 答 が32.1%存

在 したU3)。質 問の あ り方 が異 な って いるた めq",単 純 に比較 す る こ とはで きな

いが,い ずれ にせ よ,イ ンター ネ ッ トが重 要 な媒体 で あ るとの認 識 は,相 当に

浸 透 して い る と理 解 し得 る。

(12)合 名 ・合 資 会祉 や 有限 会社 に対 して は決 算 公 告に つ いて 調査 して いる。 広 瀬裕 樹 ・

前掲 注(1)53頁 以 ドおよ び65頁 以 ド参照 。

(13)家 田崇=広 瀬 裕樹 ・前掲 注(2)〈17>頁,お よ び 〈18>頁 【図 表19】 参照 。 「その 改

正は知 って お り,ま だ実 行 は してい な いが,関 心 が あ る。」 とい う項Uと 「そ の改"三は

知 らなか った が,関 心 が あ る。」 とい う項 目を選択 した回 答を 合算 した。

(14)2003年 度 調 査で は,「 平成14年4月1日 よ り,貸 借 対照 表 を イ ンター ネ ッ トの ウ ェ

ブ サ イ ト上で 公開 す れ ば,官 報や 新 聞 にて公 告 す る必 要 がな くな りま した。 この 改 正

は ご存知 で した か,ま た,ご 関心 が あ りますか 。」 と質問 した。
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6-2.有 限 会社 ・合同 会社 への組 織変 更 の予 定

2005年11月 の段 階 で は,組 織体 の選 択肢 と して,株 式 会社 の まま存 続す る

こ とや,会 社法 施行 後 に合 同会社 に組織 変 更す る こ とだ けで な く,会 社 法施 行

前に 「有限 会社」 に組織 変更 し,施 行 後 も 「特 例有 限会 社」 と して存続 す る と

い う選択 肢 も,い わ ば 「時限 的」 に存 在 した。 そ こで,組 織 変更 につ いて 予定

を質 問 して みた と ころ(問32),大 多数 は株 式会 社の ま ま存 続す る予定 で あ り,

・「有限会 社 」 に変 わ る予定 があ るの は9社(1 .9%),「 合同 会社」 に変 わ る予定

が あ る との 回答 は2社(0.4%)と,ご くわず か で あ った(【 図 表17】)。 株 式

会社 の まま存続 す る と回答 した理 由を 聞い てみた ところ(問33),半 数近 くが,

「有限 会社 よ り も社 会 的信 用 が得 られ る」 との項 「1を選択 した(【 図 表17】 参

照)。 「有限会 社」 に対す る社会 的信 用 は高 くな か った ことが窺 い知 れ よ う。

なお,「 有 限会 社」 また は 「合同 会社 」 に変わ る予定 が あ ると回答 した11社

の 資本 金の額 の 平均 は1882万 円,売 上 高の 平均 は6億4108万 円で あ って,小

規模 な会 社で あ った。

6-3.有 限責 任事 業組 合(LLP)制 度 につ いて

有 限責 任 事 業組 合(LLP)に つ いて,活 用 の余 地 につ いて 聞 いて み た と こ

ろ(問36),活 用 を検討 してみ た い との回 答 は21社(4.5%)に と どま り,活

用 の余地 はな い との回答 は135社(28.8%)を 占 めた(【 図表18】)。 もっと も,

..
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「よ く分 か らな い」 との 回答 が293社(62.6%)あ り,こ う した傾 向 は,有 限

会 社 に対 す るア ンケー トで も同 様 で あ った15。 そ れ ゆ え,有 限 責 任 事業 組 合

(LLP)に 関す る情 報 が 浸透 し,あ るい は新 しい利 川 方法が 開 発 され れ ば,こ

れ らの 数値 には 大 きな変動 が あ り得 るか もしれ な い。

7.小 規模会社と中規模会社の相違

そ れ ぞれの項[1に おけ る調 査結 果が 会社 規模 と ・定の 関係 が あ るこ とにつ い

て は,以 ヒの 記述 で もた びた び触 れて きた。 こ こで 改め て確 認 して お きたい。

会 社規 模の 指標 と して 資本 金の額 を 利川 し,機 関 構成 に関 す る項 目を抜 き出

して,比 較 して み た。 具体 的 には,ま ず,資 本 金 の額 に よ り,「1000万 円以 ヒ

2000万 円 未満」(238社),「2000万 円以 ヒ3000万1'1/k満 」(59祉),「3000万

円以 ヒ5000万 円未 満 」(65社),「5000万 円以 ヒ7000/J円 未 満 一](36社),

i7000万 円以 ヒ1億 円 未沼奄」(17社),11億 以1:」(50社)の 層 に 分 けた(前 掲

の 【図 表1】 参 照)。 そ して,名 目的取 締役 の 有無(問7),取 締 役 会 の開 催状

況(問8),取 締 役 会 議`1`録の作 成状 況(問g),取 締 役 の 人数 の削 減r定(問

11),名11的1監 査 役の イ1無(問16)の 各項Ilに お けるIni答状 況を比 較 した、,

グラ フ と して は 【図 表19-1】 を ご覧頂 き,正 確 な数 値デ ー タは 【図表19一

(15),云 涼『{裕牟酎 ●lli∫婁も昇i三(1)68∫ 正、.
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2】 の 表 を ご参照 頂 き たい。 会 社 の規 模 に応 じて 大 きな 相違 が あ る こ とが 明確

に窺 え よ う。 概 ね,資 本 金額5000万 円 を境 と して,機 関構 成 が異 な って くる

よ うに見え る。

小規模な会社の機関構成は,旧 商法下における有限会社のあり方に近い。い

わゆ る 「ワ ンマ ン経 営」,「家族 的経営 」の色 彩 が強 い と評す る こ とがで き よう。

図 表19-1

問7 問8

膠驚名目的な取締役が存往 口12.名目的な取締役なし 鰯rl.3ヶ月に1回以t開億
3:4締役全員集まる樋会あり

押き苓定期に闇催
・④取締役会を全く閣いていない.

問9 問11

幽1.常に作成●2側串緑だけは作瓶3役 員喪更豊記鱒などに隈り作戒
●1取絹役会を置く予定
巳2取緯役は1人1:する予定
.r取鱒役は2人にする予定

側.4取締役は3人以上とするe<,取締役会は置かない

問16

贈1L名目的な監査役が存在馴2.名目的な監董役なし
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図表19-2

・・.万一

2000万 未満

(238{2)

2000万 一

3000万 未満

〔59?土)

3000万 一

5000万 未満

(65社)

5000万 一

7000乃 未満

(3871?

7000万 一

1億未満

(1アri)

1億以上

(50ri)

問
7

1名 目的な取締役が存在

2名 目的な取締役なし

iOl社42.4% 21{±35.6°n 】4社2L5°r 7社19.4% 3社176% 3社6.096

i367f57.1"o 38社64.4% 51?f78.5°b 29社80.6% [4社82.4% 47i394.0%

問

8

137月 に1回以上開催
2不'足朋に聞催

3取締役全員纂まる機会あり

4取 締役会を全くCAいていない。

27社11.3% 14社23.7% 25z土38.5% 17社47.2% i1社647% 40r!80.D°rn

87社36.6% 18#Y305°ro 253土38.5% 11社30.6% 4社23.5°n 5tl10.0%

62社261% 16社271% 8社12.3% 6社167% 1社5.9% 41土8.O%

53社22.3% 11祉18.696 4社6.2% 1社2、8% 1社5.9°< 1社2.0%

間

9

1常 に作威

2議 事録だけは作成

3役 員変更豊記時などに隈り作成

70社29.4% 26孕144.1% 333土50.8% 22社61,1% 15社88.2阪 44社88D%

36社151% 3ii51°a 7社10.8% 1社2.8% 0社0.0% 1tf2.0%

}21社508% 28社47、5% 22社33.8% 12?i33.3Qo 2社11.8% 4社8.0%

問

11

1取R会 を置く予憲
2取締txldl人 にする予定

3取締役は2人にする予定

4取 締役は3人以上とするが、

取締役会は置かない

91社38.2% 30社50.8% 49#+_75.4% 24社66.7% 11?264.ア% 46社920%

18祉7.6% 4社6.8% 2#i3.1% [社2.8% 0社0.0% 0社0、0%
36#i15.1% 8i113.6°0 4ii62°b 3社8、3% 2?111.8°i 0社o.0%

£347135.3°;, 15if25.4°0 io#115、4% 37i8.3% 3zユ17.6%

.

2社4、0%

問
16

1名 目的な監責役が{;ri

2名 目的な監資役なし
186社78.2% 44tt74.6 44ii67.7 16{44.4°v 10赴58.89,

■

18:t360%

49社20、6% 15社25.4% 20社30.8% 19社52.8% 6社35.3"t

■
32社64、0%

一一・方で
,中 規模 な 会社 の機関 構 成 は,旧 商法 ドにお け る株 式会 社の あ り方 に近

い。 そ れ ゆえ,組 織 的 な経営 が な されて い る もの と評 す る ことがで き よ う。

・般 的な 川語 と して 「中小 企 業」 と称 され る こと は多い が
,し か し,こ の検

討結 果 に よれば,小 規模 な会 社 と中規 模 な会社 は 別 に扱 わ れ るべ きで ある。 こ

の こ とは,2003年 度 調 査の結 果か ら も見 出 された ことであ る1"。

周 知 の よ うに,会 社 法 で は,機 関構 成が 大 き く多様化 し,小 規模 な会 社川 の

組織 形態 が川 意 され た。 その よ うな法政 策 の妥 当性 は ひ とまず措 くと して,今

回 の調 査結 果 に照 らす 限 り,会 社法 は,「 中小 企 業」 の 多様 な実 態 によ く適 合

し得 る と評す るこ とが で き よ う。

8.調 査結果か ら見た資本制度の意味

今 回の調 査 にお いて は,一 つ の試 み と して,各 会社 の 資本 金の額 と売 ヒ高の

デー タにつ いて,「 相 関係 数 」 を計算 してみ たq71。その結 果,「0.4引 とい う数

値 が 得 られ た。 相関 係 数は1か ら1ま で の実 数値 を取 り,・ 般 に,相 関 係数

(16)家 川 崇 一広 瀬 裕 樹 ・11i∫掲 注{2}<20>r{1、

(17)i相 関 係 数1と い う 概 念 に つ い て は,差 し'11た り,得 津 ・郎 『は じ め て の 統 計 』204

1'1以 ド(fla閣,2002is)参 照,
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の絶 対値 が0.4以 ヒ0.7未 満 の場 合に は 「中程 度 のif:の相 関 が あ る」 こ とを意

味 す る と理 解 され て い る(0.2未 満 で は ほ とん ど相 関 は な い とい わ れ る)。

「0.44」と い う数値 か らす る と,資 本 金の額 と売 ヒ高で,中 稚 度 の 正の 相関 が

あ る とい うこ とにな る。

ただ し,相 関 係数 は,異 常1直の 存在 に大 き く影 響 され る ため,こ の数値 を算

出す るため に,資 本金の額 と売1一高 につ き,散 布図 を作 成 し,異 常値 と思 われ

るデ ー タを除 い てい る。 も とよ り,相 関係 数 の 計算結 果 は,「 因 果関係 」 を示

す まで の もので は ない0-・ つの 目安 を示 す もの と慎 重に理 解 して お くべ きで

あ ろ うが,業 種別 に分 類 して,1司 様 に 相 関 係 数 を 計 算 して み る と,概 ね,

「0.44」よ りも高い 数値 が 出た。 建 設 業 にお いて は,「0.83」 とい う極 めて 高 い

数 値 も得 られ た(【 図 表20】 の 散 布図 も参照)。 した が って,今 回 の調 査 結 果

で は,資 本 金 の額 と売 ヒ高 のデ ー タにつ き,前 者が高 くな れ ば後者 も高 くな る

傾 向が あ る とい う意 味 で,そ れ な りの相関 関係 を 見出 せた もの と考 え る。

な お,2003年 度 調 査 のデ ー タにつ いて も調 べ直 してみ た とこ ろ,資 本 金 の

額 と売 ヒ高の デ ー タの相 関係 数 につ き,「0.40」 とい う数値 が得 られ た。 ま た,

2003年 度 調 査で は従 業 員数 も調 査 して い るた め,資 本 金の 額 と従5!数 との

間で も,同 様 に,相 関係 数 を算出 してみ た ところ,売 ヒ高の場 合 とほぼ同 じく,

「0.44」とい う数値 が得 られ た。 業 種別 に分 析 す る と,概 ね,さ らに高 い数 値

図表20
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で 相関 を 見出す こ とが で きた。

売 上高 も従 業員 数 も,そ の 会社 の 事業規模 を 表わ す指 標 の一つ で あ る。 株式

会社 では'f僕 拡 大 に伴 い,自 己資 金を増 加 させ るべ く,新 株 発行 な どの エ ク イ

テ ィフ ァ イナ ンスが適 宜行 わ れ,そ の結 果,資 本 金の額 も相 応 に増加 して い く

と考 え られ る。 そ して,事 業 規模 が大 き くなれ ば な るほ ど一般的 に は負 債の額

も大 き くな るで あ ろ うか ら,資 本 制度 が債 権 者保護 の ため に実 効的 に機能 して

い るので あれ ば,事 業規 模 と資本 金 の額 との間 に はそれ な りの相 関 関係 が認 め

られ て しか るべ きで あ る。 仮 に,こ の推 論 に基 づ いて,今 回の 調査結 果お よび

2003年 度 調 査の 結 果 につ い て の以1一の分 析結 果を 見 る と,事 業規 模 と資本 金

の額 に一一定 の 相関 関 係 が 見出せ た わ けで あ るか ら,「 株 式 会 社で は 資本 制度 が

それ な りに機 能 して い た」 と結 論づ け る ことがで き よ うか 。

と ころで,… 方で,今 回 調査 した 有限 会社 の デー タか らは,資 本金 の額 と売

J:高 には相 関関 係 はほ とん ど見 出せ なか った1"。 有 限会社 に おい ては,有 限会

社 であ る ため の最 低 限の額(す なわ ち 「300万1'1」),ま た は,特 定 の 業種 を営

む た め に最 低限 必 要 な額(例 え ば,建 設業 で は 「500川'1」)を 川意 す るこ と

には関心 が持 た れ た ものの,そ れで 終わ って しま ってい た,と い うこ とで あ っ

た よ うで あ る。 仮 に,こ の 分析 結 果に,株 式 会 社に お いてな した推 論 を 当て は

め ると,「 有限 会社 にお いて 資本 制度 は,一 定 の 参人 規 制 と しての 意味 は あ っ

た もの の,債 権 者保 護 のた め には機 能 して いな か った」 とい うこ とにな ろ う。

もちろん,今 回 の調 査の みで は軽 々に結 論づ け る ことはで き ない。 しか し,

仮 に この分 析通 りで ある とす る と,現 行 の 会社法 ドで は,資 本制度 が 機能 して

いな い層が 株式 会 社 に押 し寄せ て い るこ とにな る。

会社 法 で は,「 資 本 制度 」 が改 革 され,債 権 者保 護 な ど,こ れ まで 「資 本 制

度 」 が カバー して き た機能 につ き,法 人格 否認 の法 理 な どの代 替的 予段 に委 ね

られ る こ とにな ったP。 した が って,そ の よ うな代 替 的 手段 が実 質 的に 機能 し

(19)詳 細 は広 瀬裕 樹 ・前掲 注q}70貞 以 ド、、

20)郡 谷 大 輔 一111崎友彦 「会社 法 にお け る債 権 者保 護 〔ヒ〕1商ll`法 砺1746,,171'1以 ド

(2005年),IIボ 原 和志 「株式 会社 の設 、'測ジュ リス ト1295号19r{(2005年)参 照,1
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得 るか につ き,こ れ まで以 ヒに注意 を払 って お くべ きで ある し,ま た,よ り

層 検 討を 深め て おか なけれ ば な らない と考え る。

9.会 社法施行後 にな された調査 との関係

会 社法 が施 行 され た2006年8月 に,中 小 企 業庁 に よ り実 態 調 査が実 施 され

て お り,2007年5月 に 公 表 され た(以 ド,「2006年 中 小 企 業庁 調 査 」 とす

る)O

会社 法施 行II壷{後のデ ー タであ り,本 調 査 と 「対1を なす もの とい え る。 そ こ

で,結 果 の概 要 しか公 表 されて いな いが,本 調 査 の結 果 と比 較 して 若t"の 考察

を行 う こと と した い。

2006年 中 小 企業 庁調 査 は,会 社 法 ドで の株 式 会 社が 対 象で あ るか ら,資 本

金 が1000ノ ∫円 未満 の会 社 も調 査 され てい る。 そ れ ゆえ,か つ ての 有 限会 社 も

対 象 に含 まれ て い る(2006年 中小 企 業庁1誹制査2頁)。 また,T'x/ab1.1%が1000万

円以 ドの会 社 の数が'F数 を超 え てい る。 本調 査 と比 較す る際 に は,こ の相違 を

ト分 に考 慮 した。 なお,資 本 金1000万 円以 ヒの 会 社に 限定 して,資 本金 の額

によ る規模 構成 を比 較す ると,概 ね,本 調 査 と近 似 す る。

2006年 中小 企 業庁,訊矧査 で は,会 社法 にお け る様 々 な制度 の 認 知度 ・導 人状

況 に焦点 が 当て られ て い る。 具体 的 には,会 社 法の 各制 度の うち,特 に 中小企

業に と って影 響 が 大 きい と考え られ る,「 取締 役 の任 期延 長 」,「取締 役 会 の,firF7

f(II決議」,「取 締 役会 の廃 止」,「監 査役 の廃il:J,「 監 査役 の任 期延 長」,「会 計監

査 人の 設置 」,i会 計 参1一の設 置 」,「種 類株式 等 の発 行」,i相 続 人等 に対す る売

渡 請求 」 に つ いて,そ れぞ れ の導 人状 況 が 調 査 され てい る(2006年 中 小 企業

庁 調査7頁).そ の結 果,導 入 も し くは導 人rの 比 率が 高 いの は,「 取 締役 会

1211中 小 企 業 庁 」喋 環 上,,Sd部1府芳課 「会 祉 法 施 行 のIII小 企 業 に 与 え る 影 響 に 係 る 実 態 調 査 ・

結 果 概 要 一 は,中 小 企 業 庁 の サ イ トの 財 傍 サ ボ ー ト 「会 社 法1の へ 一 ジ

(httP://www.chusho.m〔 ・ti.9(,.jp/zaimu/kaisya/lll(1("(.htm且)

か ら取 得li∫能 で あ る
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の,等面決 議 」(30.9%),「 取 締 役の 任期 延 長」(28,1%)で あ り,導 人 も し くは

導 入f定 の比 率 が低 い の は,「 種類 株式 等 の発 行」(3.0%),「 会 計参 与の 設 置1

(3.1%)で あ る とい う。 この点 は,本 調 査で もほぼ 同様 の傾 向が 得 られ てい る

(本調 査 の問12,お よ び,前 掲 の 【図 表7】,【 図表9】,【 図 表15】 参照)。

た だ し,い ず れ に して も,「 周囲 の状 況 を 見て 考え る」 とい う,い わ ば 「様

r見 」 の回 答が 多 く,各 制度 につ き,概 ね20%前 後 存在 して い る。 また,「 制

度 を知 らなか ったの で検 討 して ない」 とい う,い わば 「不 知」 のilll答も多 く,

10%か ら30%程 度 存 在 して い る。

機 関 に関す る調 査結 果は,質 問 項 目の傾 向 が異 な るこ とを加 味 し(例 え ば,

本調 査で は 「様f・見」 と 「不 知」 につ い て一 貫 して は調 査 して い ない),ま た,

回答 会社 の 規模構 成 が 異な る(旧 有 限会 社の 層の割 合 が非常 に大 きい)こ とを

考慮 す る と,本 調 査 と類 似の 傾 向が あ る とい い う る。 例え ば,取 締 役会 につ き

(2006年 中小 企 業庁 調 査12頁),「 既 に取 締 役 会 を廃 止1(3.8%)お よ び 「今

後廃ILす るr定 で あ る」(7.5%)は 少 な く,「 廃il:f定 はな い」 の 回 答が32.9

%をICIめ,相 対的 に高 い,と い う傾 向 は本調 査 も同 様で あ る(前 掲 【図 表6】

参照)。 また,こ の 数値 が 会社 規 模 の影響 を 受 け,規 模 が 大 き くなれ ば 廃iLr

定 の割 合が 小 さ くな る,と い うこ と も同 様で あ る(前 掲 【図 表191】 参照)。

監 査役 につ い て も,ほ ぼ 同様 の類 似性 を見 出せ る(2006年 中小 企 業庁 調 査13

1`1,本 調 査 の 【図表8】 お よび 【図 表19-1】 参照)。

なお,会 計参 与につ いて設 置 の意 向が小 さい こ とは同様 で あ るが,若iの 相

違 が 見 られ る。2006年 中 小 企業庁 調 査で は,資 本金 規模 別 に 見る と,「 会計 参

'∫を設 置済 み ・今後 設 置r定 とlui答した 企 業の比 率 は,資 本金300万 円以 ドの

企 業が16.1%と 高 い が,信 川 ノJの低 さを会 計 参'rの 導 入 に よ って 補 お う と し

て いる と考え られ る」 とされ る。 また,業 歴 別に 見る と 「会 計参 与を設置済 み ・

今 後 設 置rと 回 答 した企 業 の比 率 は,5年 未満 の 企 業が9.8%と 最 も高 く,

ベ ンチ ャー 企 業等 の新 しい 企業 に導 入意 向が 強 い ことが うか がわ れ る」 とされ

る(2006年 中小 企 業 庁調 査17頁 参照)。 しか し,本 調 査 で は,会 計 参'コー設 置

の 意向 と資 本金の額 または 業歴(本 調 査では 会社設 、2年数 ・創 業年 数に よ った)

の 問で,相 関 関係 は ほ とん ど見出せ な か った。 あえ てい え ば,資 本 金1億 円以
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ヒの会 社 で は,設 置 の意 向が 小 さい軸(資 本 金の額 との関 係 につ き 【図 表21】

参 照)。 た だ し,こ れ らの 相違 は,会 社構 成 の違 い か ら生 じて い る 可能 性 が高

い。 先 に も触 れ て い る通 り,2006年 中小 企 業庁 調 査 で会 計 参'∫へ の関心 が 高

いの は 「資本 金300万 円以 ドの 企 業」 で あ って,こ れ はせ いぜ いかつ ての 有限

会 社 に属す る層 で あ るか ら,本 調 査(よ りIE確 には,本 稿 で扱 って い るデー タ

の 部分)で は 対象 と してい ない。 また,お そ らく,そ の層 に,業 暦が 短 い会祉

が 相 当数 含 まれ て い ると も考え られ る。 それ ゆえ,こ の層 を除 いて みれ ば,結

局 の とこ ろ,会 計参 与 に関 連す る部 分 につ い て も,2006年 中小 企 業庁 調 査 と

本 調査 で は,類 似性 を 見出す ことが で きる といえ よ う。

かつ て のfii限会社 に属 す る層 の デ ー タを捨 象 すれ ば2006年 中小 企 業庁 調 査

と本調 査で類 似性 を見 出せ るとい うこ とは,換iiす れ ば,か つての 有限 会社は,

小 規模 な株 式 会社 と中規 模 な株式 会社 とは,峻 別す べ き存在 で あ るとい う こと

図表21会 計参与設置の意向と資本金との関係

0410%20%3α ㌔40、50460470480490qblOO%

122)本 調 査で は,資 本 金1億 円以 ヒの会 社で は,会 計 参 与へ の関心 が 小 さい,と い う結

果が 得 られ た、、ただ し,だ か らとい って,こ の こ とか らil聖〔ち に,「 比 較的 規模 の 大きい

会社 にあ って は 企業 会計 の適II三化 に対 す る意 識が 低 い1と い う含意 を導 くことは で き

な い、,なぜ な らば,企 業会計 の適 正化 に 対す る意 識が 高 いが ゆ えに,会 計 監 査人 の設

置 とい う選択 肢 も視野 に 人 って い るか らこそ,会 計参 与へ の 関心 が 小 さ くな った と も

考え られ るか らであ る。2006年 中 小 企 業庁、訂1劉査15頁 で は,従 業 員数 べ 一 スで は ある

が,会 社規 模が 大き くな れば,会 計 監 査人 設 置へ の関心 が 高 ま る,と い う調 査糸isが

示 され て いる 、
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で あ る。 そ うで あ るな らば,「 中 小 企業 」 と一括 りにす るの は妥 当で は な く,

中 規模 の会 社 ・小規 模 の会社 ・旧有 限会 社の3つ の層 に分 けて 認識 しなけれ ば

な らな い こ とにな る。 この よ うに 「中小 企業 」の あ り方 は多様 で ある こ とに鑑

み る と,会 社法 に おけ る機 関構成 の 柔軟性 は,実 態 に良 く適 合 し得 る法 制で あ

る と評 す る ことがで きるで あ ろ う。

ところで,そ の 一方 で,会 社法 施 行後 で ある に も拘 わ らず,本 調 査 と類似 の

結 果 が得 られ た こ とは問 題視 され るべ きで あ る。2006年 中小 企業庁 調 査で は,

どの項 口につ いて も,「 様r見 」 や 「不 知 」の 回 答が 多 い。 本調 査 と比 較 して

も,会 社法 ヒの諸 制度 につ い て 「凋 知度 」が 改 誇 して い ない こ とが窺 え る、,こ

の ことは,lrl1答 会 社 に旧有 限 会社 に属す る層 が 含 まれ,つ ま り,非 常 に小 規模

な会 社が 含 まれて い る ことが影 響 して い るため か も しれ ない。 しか し,数 の1_

では,会 社法 の最 大の ユ ーザ ーは,ま さ にそ うい った小 規模 な会 社で あ る。 そ

れゆ え,「 様 ∫・見」 や 「不 知」 の回 答が 多 い ことは,看 過 され るべ きでは ない。

「周知 度」 を 向 ヒさせ るた めの 努力 は,い まだ しば らく必 要 であ ろ う。

10.終 わ り に

本 稿 での検 討 か らは,「 中 小 企業 」 と はいえ,性 格 の 異な る会社 が 含 まれて

お り,中 規模 の会 祉 ・小 規模 の会 社 ・1日有 限会 社の3つ の層 に分 けて 認識 し得

る必 要 が あ る,と い う結 論 を得 た。 また,2006年 中小 企 業庁 調 査 と の比 較か

ら して も,ま だ まだ会 社法 の 「周 知度 」 は低 く,改 鰹に向 けての 努 力が必 要で

あ る ことが窺 え た。

しか しなが ら,今 回 の 調査 で は,lllI収率 が低 く,実 態 を適確 に反映 し得 るサ

ンプル を ト分 に 得 られた わ けで はな い。 もとよ り,実 態1調査研究 全般 に つ き,

筆 者の スキ ルは乏 しい。 本稿 で は,そ の よ うな 「不完 全性 」につ き ト分 に配慮

し,慎1_に 検 討 をT:ね た つ もりでは あ る。 しか し,そ れゆ え に,仮 に考 察 白体

は適 切で あ った と して も,検 討結 果 の意味 す る とこ ろは限定 的 であ り,以iの

検 討結 果 につ いて もせ いぜ い仮 説を示 した に とどま るので はな いか とも思 われ

る)
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課題 は極 め て 多い。 しか しなが ら,実 態調 査 自体 は,法 制が 適 切に根 付 いて

い るかを確 認 す るた めに,不 可欠 の 丁段 で あ るこ とは否 めな いで あろ う。 会 社

法 に至 るまで の こ こ数 年 の法改 正で は,数 々の新 しい制度 が導 入 され,多 くの

規制が緩 和 され た。 基礎 となる会社 観 まで もが大 き く変質 した よ うに も思え る。

こ う した 大 きな 転換 期 に あた り,会 社法 制が適 切に機 能 して い るか 否か を知 る

べ く,実 態 を 調 査 し,検 証 を行 うこ とは,今 後 ます ます 重要 にな って い くはず

であ る。

不 卜分 な 考察 に過 ぎな い本稿 で はあ るが,今 後 の研 究 の一一助 となれ ば 幸いで

あ る。

「付㍉言己]

本調 査 にあ た っては,調 査項 目の 作成 か ら配 付 ・回収 に至 るまで,名 占屋 商

1二会議 所 のi面 的 な ご協力 を頂 いた。 と りわ け,名 占屋商K会 議所 企画 部の成

田多 喜夫,:村 健 司の 両氏(所 属 は当時)に は多 大 な ご協力を 賜 った。 この場

をお借 り して厚 く感 謝 の意 を申 し ヒげ る17

ま た本稿 は,2007年11月3flに 名 占屋 大学 大 学院 法'1妬)1究科 にて 開催 され

た現代 企 業法 研 究 会11月 例会 で の報 告 に加 筆 ・修IEを した もので あ る。 研究

会で は,中 島 史雄教 授(高 岡法 科大学)お よび楠 井嘉 行弁 護f:に 多 くの 貴 眞な

ご指摘 を賜 った。 ここに感謝 の意 を 表す次 第 であ る。
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『回答す ると 「新会 社法」 のポイ ン トが解るア ンケー ト」 集計結 果(株 式会社468社)

〈1.最 低資本金撤廃関係 〉

問1.最 低資本金制度の撤廃 について,貴 社のお考えをお聞かせ くだ さい。

貴社の考えに最 も近 い項 目を1つ か2つ お選び くだ さい。(複 数回答)

①i資 金がな くて も創 業 したい人 々を,

す ことがで きる制度であ る。

日本社会 全体 と して励ま145社/468社31.0%

② 従来の最 低資本 金規制 は,そ もそ も債権 者保護 にあま り役 立 っ

ていないので,最 低資本金規制の廃止 はよいことで ある。

112ネ 土/468ネ 土23.9%

③ 最低資 本金規制 がな くなる と,

安心 して取 引ができな くな る。

取 引先が株 式会社 であ って も,144社/468社30.8%

④ 最低資 本金規制 がな くなる と,安 易 に株 式会社 を設立す ること

ができ,株 式会社全体の信用を低 ドさせ るおそれがあ る。

261社/468社55.8%

⑤ その他 14峯止/468き 上3.0%

⑥ 無回答 1社/468社0.2%

問2.新 会社 法施行後,最 低資本金規 制の撤廃 に関連 して,貴 社 はどのよ うに対応 なさいます

か?貴 社の考えに最も近 い項 目を1つ か2つ お選 びください。(複 数回答)

① 新会 社法施 行後,新 しく別会社を設立す るのに活用 したい。 59社/468社12.6%

② 現 在の資本金を1000万 円 未満 に減資 したい。 10きヒ/468き 七2.1%

③ 新会 社法施 行後 も,最 低資 本金規制 の撤廃 に関 して は,特 別 な

アクシ ョンは起 こさない。

409社/468社87.4%

④ 自祉 は現在 すでに新 事業創 出促進法 によ る確 認株式会 祉であ る

か ら,特 別 なアクシ ョンは起 こさない。

20社 二/468#.土4.3%

⑤ その他 7きヒ/468審 ヒ1.5%

⑥ 無回答 4ネk/468者 ヒ0.9%

問3.貴 社では,資 本金が小 さい会社 と新規取引 をす る際 に,

貴社の考え に最 も近 い項 目を1つ お選び ください。

どの ようにされていますか?

① 相 手の経営 者の人柄等で取 引を開始す るか どうか判断 して お り,

資本金の大小はあ まり関係がな い。

227老 ヒ/468ネ 士48.5%

② 資本 金が小 さい会祉 と新規取引 をす るときは,現 金決済 や前受193社/468社41.2%

金の要求を条件にす るなど,慎 重に判断す るように して いる。

③ その他 44き1:/468き ヒ9.4%

④ 無llli答 4峯ヒ/468峯 と0.9%

〈II.商 号 関係 〉

問4.こ の商号規制緩和について,貴 社の考え に最 も近 い項 目を1つ お選び くだ さい。

① 会社を設.rす る ときに,類 似 商 号調査に煩 わされな くな るの は,

歓迎であ る。

101ネ士/468祁:21.6%

② 自社の商 号 と同 じ商号 を使 う同 業者が同 一市町村 内に増え るの

ではないか と心配であ る。

312社/468峯 止66.7%

③ その他 51社/ass社10.9%
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④ 無回答 4社/468社0.9%

〈皿.定 款 への会社の目的記 載関係 〉

問5.貴 社 では,新 会社法施行後,会 社の事業 目的の変更をする予定はあ りますか?

貴社 の考えに最も近い項目を1つ お選び ください。

① 会社の事業 目的を変 更したい。 12社/468社2.6%

② す ぐにはIII的 の変 更を予定 していな いが,今 後 新規事業 に208社/468社44 .4%

進 出する際には,広 めの事業 日的に変更 したい。

③ 会社の事業日的の変更は,特 に考えていない。 242社/468社51.7%

④ その他 4社/468社0.9%

⑤ 無回答 2社/468社0.4%

〈IV.機 関関係 。・・取締役 ・取締役 会関係 〉

問6.貴 社 において,現 在取締役 は何人 です か? 7L均4 .18人

問7.現 行商法上 では,株 式会社 は取締役 を3人 以 上選任 しな ければ な りませんが,貴 社にお

いて,名 目的な取締役(登 記上,名 前 を借 りているだけの取締役)が 存在 していますか?

① 名li的 な取締役が存在 している。 150社/468社32.1%

② 名 目的 な取締役 はいない。 317社/468社67.7%

③ 無llll答 1峯ヒ/468社 二 〇.2%

問8.現 行商法上 では,株 式会社 は取締役会を設置 し,3ヶ 月 に1回 以上の取締役会 を開催 し

な ければな らな いとされ ています。貴社 にお ける取締役会の状況 をお聞 かせ くだ さい。

① 取締役会 は3ヶ 月 に1回 以上,定 期的 に開催 している。 134社/468社28.6%

② 不定期だが,取 締役会を開催 して いる。 153社/468社32.7%

③ 取締役会が全員集 まって相談す る機会 は実質 一ヒ設 けて いる。 97社/468社20.7%

④ 取締役会を全 く開いてい ない。 71社/468社15.2%

⑤ その他 10社/468社2.1%

⑥ 無回答 3社/468社0.6%

問9.現 行商法上では,取 締役会を開催した場合には,取 締役会議事録を作成 しなければなり

ません。貴社における取締役会議事録の作成状況をお聞かせください。

① 取締役会後,常 に 自社で作成 してい る。 211社/468社45.1%

② 取締役会は開催 していな いが,議 事録だけは作成 してい る。 48社/468社10.3%

③ 役it変 更登記の時な どに限 り,外 部 に委託 して作成 して いる。 191社/468社40.8%

④ その他 16きと/468ネ 士3.4%

⑤ 無回答 2社/468社0.4%

問10貴 社 は,定 款 で株式 の譲渡 を制限 しています か?

① 譲渡制限 を している。 326社/468社69.7%

② 譲渡制限を していない。 136社/468社29,1%
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中小株式会社に対する会社法制定の影響

③ 無回答 6社/468社1.3%

問1t貴 社においては,取 締役の人数を削減する予定などありますか?

① 従来通 り,取 締役会を置 くつ も りである。 252ネ 七/468業 上53.8%

② 取締役は1人 に しようと思 う。 25峯土/468皐L5.3%

③ 取締役は2人 にしようと思 う。 53社/468社11.3%

④ 取締役は3人 以上 とす るが,取 締役会 は置か ないことに したい。118社/468社25.2%

⑤ その他 15社/468社3.2%

⑥ 無回答 5社/468社1.1%

問12前 間11で,① とお答え になった方 にお聞きいた します。

取 締役会の書面 による持回 り決議方式 につ いての貴社 のご意見 をお聞 かせ ください。

① すで に実 質的 に取 締役 会の書 面によ る持 回 り決 議方式を採 用 し

てきたので,新 制度を採用 したい。

24社/252社9.5%

② 新会社法 施行後 は,迅 速 な意思決 定のた めに,

による持回 り決議方式を採用 した い。

取締 役会 の 吾面44社/252社17.5%

③ 実 際に取締 役会 を開催 し,

ある。

議 事録 を残す 方法を継続 す る予 定で181祉/252社71.8%

④ その他 2社/252社o.8%

⑤ 無回答 1社/252社0.4%

問13問11で,② ③④ とお答えにな った方にお聞 きいた します。 取締役会 を設置 しない理 由

をお聞 かせ ください。貴社 の考えに最も近い項 目を1つ お選び くだ さい。

① 迅速な意思決定をするため。 87#E/196率 上44,4%

② 取締役 の人数 を減 らしたいか ら。 22#(二/196挙 土11.2%

③ 取締役 会の開催,議 事録 の整備は大変だか ら。 49タ ヒ/196き 上25.0%

④ 取締役会 を設 置 しなければ,監 査役な ども置かな くてすむか ら。29社/196社14.8%

⑤ その他 4#L'/196ネ 士2.0%

⑥ 無回答 5峯上/196社2.6%

問14破 産者を取締役にす ることに対 して,貴 社 はどのようにお考 えですか?

貴社の考え に最 も近 い項 目を1つ お選 び ください。

① 破産 者で も再チ ャレ ンジさせ るべきで あるか ら,取 締 役に選任152社/468社32,5%

して もよい。

② 破産者 により信用を な くした 者を取締役 に選任す ることは,モ ラ

ルハザー ドにつなが り,か つ信用不安を与えるので反対 である。

271社/468社57.9%

③ その他 24#t/468ネ 量二5.1%

④ 無回答 21社/468社4.5%

問15貴 社の役員の任期延長 につ いて お尋ね いた します。

貴社の考えに最 も近 い項 目を1つ お選 び ください。
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① 現 在の任 期は適 当な長 さで あるか ら,新 会社法 施行後 も,役 員224社/468社47 .9%
の任 期は延長 しない。

② 役員の変動 は 多 くないか ら,再 任 の度に役 員変更を して登録免

許税等 を負担す るのを軽減す るため に,新 会社 法施行後 は,定

款を変更 して役員の任期を現在よ り幾 らか延長 したい。

164社/468社35.0%

③ 登録 免許税等 をli一 杯節約す るた めに,任 期を10年 に延長す る

よ う,早 速に定款 を変更 したい。

52社/468社11.1%

④ その他 15社/468社3.2%

⑤ 無回答 13社/468社2,8%

〈V.機 関 … 監査役関係 〉

問16現 行商法上,株 式会社は監査役を1人 以上選任 しなけれ ばな りませんが,貴 社 にお いて,

現在,名 目的 な監査役が存在 して いますか?

① 名 「!的な監 査役が存在 して いる。 320ネ:ヒ/468き 上68.4%

② 名 目的 な監 査役 はいない。 142社/468社30.3%

③ 無回答 6率ヒ/468#1:1.3%

問1Z貴 社にお いて は,監 査役を設置 しますか?

①Ci<-nn役 を 設 置 しな い 。 148峯土/468ネ 士31.6%

② 監査役を1人iく 。 264匙 ヒ/468挙 土56.4%

③ 監査役を2人 置 く。 40率土/468峯 士8.5%

④ 監査役を3人 以上置 く。 8社/468社1.7%

⑤ 無1口1答 8#t二/468き ヒ1.7%

問18前 間17で,監 査役 を置 くとお答 えにな った方 にお聞き します。新 会社法で は,貴 社に

おいて,監 査役の監査範囲の限定をなさいますか?

① 監査範囲は,会 計監査に限定 したい。 123社/312社39.4%

② 監査範囲は,会 計監査に限 らず業務監査の双方 としたい。 89社/312社28.5%

③ 検討中であ る。 96社/312社30.8%

④ その他 4峯止/312率 土1.3%

〈VI.機 関関係 … 会計参与 関係 〉

問19新 会社法施行後,会 計参与を設置する予定がありますか?

貴社のお考えに最も近い項目を1つ お選びください。

① 設置 したい と考えている。 43社/468社9.2%

② 設1は 考 えていない。 233社/468社49.8%

③ 様 ∫をみて考え る。 179社/468社38.2%

④ その他 6社/468社1.3%

⑤ 無回答 7社/468社1.5%

問20貴 社がもし会計参与を設置するとしたら,監 査役との関係はどのようになさいますか?
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① 会計参 与を設置 したら,監 査役 は廃 止す る予定 である。 231社/468社49.4%

② 会計参与を設置 して も,監 査役 は併設 する予定 である。 166峯 土/468宇 ヒ35.5%

③ その他 26峯止/468#t二5。6%

④ 無回答 45#L-/968#f:9.6%

問2t貴 社が,も し会計 参与を設置す ると したら,会 計参与 に対す る報酬(税 務顧問報酬 とは

別途)は,ど の くらいが妥 当だとお考 えです か?

① 月額50万 円以 上 5率止/468室 止1.1%

② 月額40万 円以 上～50万 円未満 10社/468社2.1%

③ 月額30万Fl以 上～40万 円未満 23社/468社4.9%

④ 月額20万 円以L～30万 円未満 38ネ ヒ/468若 ヒ8.1%

⑤ 月額10万F1以 止～20万 円未満 96唇 ヒ/468ネ ヒ20.5%

⑥ 月額10万 円未満 246峯 上/468者 ヒ52.6%

⑦ 無回答 50峯上/468蕃 ヒ10.7%

問22貴 社が,も し会計参与を設置するとしたら,金 融機関に対 して強く要望する事項はなん

ですか?下 記の選択肢からあなたが最も重視する項目を1つ お選びください。

① 貸出金利面での優遇 131ネ 土/468#t28.0%

② 審査機関面での優遇 53き1:/468ネ ヒ11.3%

③ 貸出金額面での優遇 39峯 と/468き ヒ8.3%

④ 物的担保面での優遇 13社:/468ネ 土2.8%

⑤ 第三者保証の免除 65率七/468#L-13.9%

⑥ 代表取締役本人の保証の免除 95業上/468挙 ヒ20.3%

⑦ その他 20人/468社4.3%

⑧ 無回答 52ネ土/468黍 土11.1%

〈田.自 己株式取得関係 〉

問23貴 社における相続株の買取制度についてのご意見をお聞かせください。

① 新 会社法施 行後に,

たい。

定款 を変更 して相続株 の買取制度 を導 入 し176社/468社37、6%

② 相続株の買取制度の導人は考えていない。 246ネL/468ネ 七52.6%

③ その他 29きi二/468峯 上6.2%

④ 無回答 17社/468社3。6%

問24貴 社 において,今 までに自己株式の取得を した ことがあ りますか?

① 今までに,白 己株式の取得を した ことがあ る。 88きi:/468ネ 上18,8%

② 今までに,自 己株式の取得を した ことがない。 370祖:/468ネ ヒ79.1%

③ 無回答 10挙土/468ネ 止2.1%

問25前 間24で,① 今 までに 自己株式 の取得 を した ことが あるとお答 えにな った方 にお聞 き
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します。

貴社が 自己株式 を取得 したのは,ど の ような方か らの取得で したか?

該当す る項 目をすべてお選 びくだ さい。(複 数回答)

① オーナー相続 人か らの相続株 の買取 り 9社/88社10.2%

② 相続株 ではないがオーナーの親族 からの買取 り 13社/88社14.8%

③ オーナーの親族 でない役 員 ・元 役員か らのtl取 り 21社/88社23.9%

④ 従 業員 ・元従業員か らの買取 り 31宇 止/88餐 ヒ35.2%

⑤ 資本提携先からの買取 り 10社/88社11.4%

⑥ その他 2社/88社2,3%

⑦ 無回答 2社/88社2.3%

問26問24で,② 今まで に自己株式の取得 を した ことが ないとお答え になった方 にお聞 き し

ます。最 もよく該 当す る項 目を1つ お選び くだ さい。

① 自己株式 を買い取 らなけれ ばならない局 而が なかった。 321ネ 土/370峯 土86.8%

自己株式 を買い取 ろ うに も資 金や利益 剰余金が なか ったの で買0

い取れ なかった。

25社/370社6.8%

③ 定 時株主総 会で しか取 得決議 ができなか ったので,

取得の機 会を逸 した。

自 己株式 の6社/370社1.6%

④ その他 6審上/370#tl.6%

⑤ 無回答 12ネ1:/370皐 士二3.2%

〈田.株 券不発行関係 〉

問2Z貴 社 にお いて,株 券の発行 につ いて定款 に定め,株 券発行会社 にな りますか?

貴社のお考 えをお聞かせ くだ さい。

① 既 存株式会 社なので,株 券 を発行 しないよ うに定 款の変 更をす378社/468社80.8%

る(株 券 発行 会社 にならない)。

② 定款 にて株 券を発行す る旨の定 めを し,株 券 発行 会社 になる。 66#L-/468挙 土14.1%

③ 無回答 24社/468社5.1%

〈IX.種 類株式関係 〉

問28貴 社 にお いては,議 決権制限株式を発行 した いとお思 いですか?

貴社の考え に最 も近 い項 目を1つ お選び くだ さい。

① 議決権制限株式の発行を検討してみたい。 72社/468社15.4%

② すで に議決権制限株式 を発行 している。 8社/468社1.7%

③ 議決権制 限株式 の発行 は しない見込みで ある。 211#1二/468社45.1%

④ 良 くわ からない。 163社/468社34.8%

⑤ 無回答 14#i二/468#1:3.0%

問29貴 社においては,株 主の権利の内容が平等でない株式,例 えば,持 株数と関係なく一人
一議決権となる株式や全員同額配当株式など属人的な定めをした株式などを発行したい

とお考えでしょうか?

① 発行を検討 してみたい。 33ネ土/468#1ヒ7.1%
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② 発行す る予定 は今後 ともな いであろう。 235社/468社50.2%

③ 良 くわか らな い。 189峯土/468峯 土40.4%

④ 無回答 11#.f二/968老 ヒ2.9%

〈X.計 算関係 〉

問30貴 社において は,「指 針」 の内容について,経 理担当役員等が研修を受け ましたか?

① 顧問の税理 士等か ら,「 指針」 につ いて,

て研修がお こなわれた ことが ある。

経理担 当役 員等に対 し43社/468社9.2%

② 経理担 当役員等 が,研 修機関等 が主催す る 「指針」 につ いての

研修会 に参加 した ことがあ る。

32率士/468率 土6,8%

③ 経理担 当役員等が,内 外で行われ る研修 に参加 したことはない。368社/468社78.6%

④ その他 12社/468社2.6%

⑤ 無1ロi答 13#1二/468#L2.8%

問3t貴 社にお いて は,新 会社 法施行後,

告を行 うことと しますか?

決算公告が迫 られる場合には,ど のような方法で公

① 官報に掲載する方法 198拒 ヒ/468挙 土42.3%

② 日刊新聞紙に掲載する方法 33社/468社7」%

③ 電 子公告や電磁的公告な ど,ホ ー ムペー ジ等を活用す る方法 215社/468社45.9%

④ 無回答 22社/468社4.7%

〈xi.有 限会社法制と株式会社法制の統合関係〉

問32現 在 株式会社であ る貴社 は,新 会社法の施行 に向けて,次 の選択肢の うち,

なさいますか?

どれを選択

① 株式会 社のま まで 新会社法 施行 を迎 え,

て継続 する。

施 行後 も株 式会社 と し451社/468社96.4%

② 新会社法施行時までに株式会社を有限会社へ と組織変更し,施

行後は特例有限会社となる。

9宇土/468#t1.9%

③ 新会社法 施行後,

組織 変更する。

株式会祉から有限責任会社である合同会祉へ2社/468社0.4%

④ 無回答 6#:1:/468#i・1.3%

　

問33前 間32で,① 株式会社のままで新会社法施行を迎えるとお答えになった方にお尋ね し

ます。その理由は何ですか?

下記の選択肢からあなたが最も重視する項目を1つ お選びください。

① 将 来,株 式の公開を考えてい るか ら。 23峯士/451ネ 上5.1%

② 株式会 社は,決 算公 告の義 務化 がJli実 施 され るか もしれ ない

が,そ れ によ り,有 限会社よ りも社会的 信用が得 られ るとい う利

点はある と思 うか ら。

197柔 ヒ/451初 二43.7%

③ 株式会 社であれ ば,決 算 書の適ll三性 を担 保す る会計参 　i.を設遣

す ることがで き,金 融機 関等か らの 与信 を高め ることがで きる

か ら。

76皐止/451き 上16。9%
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④ 決算公 告義務 の履行を迫 られた ら困るが,

限会社 にす るわ けにはいかな いか ら。

か といって今 さら有132社/451社29.3%

⑤ その他 21社/451社4.7%

⑥ 無回答 2社/451社0.4%

問34問32で,② 株式 会社か ら特 例有限会社 になる ことを選択 した方 にお尋 ねいた します。

その理由 はなんですか?あ なたの考 えに最も近 い項 目を1つ お選び ください。

① 役員の任期がなくな り,役 員変 更の登録免許税 も不要になるか ら。3社/9社33.3%

② 決算公告を しな くて よいか ら。 0社/9社0.0%

③ 大会社 に該 当 して も,会 計監 査人の監 査や新会社法 で義務 づけ1社/

られた内部統制 システ ムの構築が強制 されないか ら。

9ネ士11.1%

④ 大会 社に該 当 して も,監 査役 の設置は任意 であ り,

務は会計監 査だ けで もよいか ら。

また その任1社/9社11.1%

⑤ いつで も株式会社へ名称変更で きるか ら。 3社/9社33.3%

⑥ その他 1社/9社11.1%

問35問32で,③ 新会社法施行 後,株 式会社 か ら合同会社 に組織変更す るとお答え になった

方 にお尋ね いた します。

その理由 はなんですか?あ なたの考えに最も近い項 目を1つ お選び ください。

① 決算公告が義務づ けられ ないから。 2社/2社100.0%

② 特例 有限 会社 と異 な りM&Aも 可能 であるか ら。 0社/2社0.0%

③ 社員総会 を開か な くて もよい等 自由な組織 を作 れるから。 0社/2社0.0%

〈その他LLP制 度 〉

問36貴 社 において,

さい。

このよ うなLLP制 度を活 用する ことについての ご意見 をお聞かせ くだ

① 活用 を検 討 してみたい。 21社/468社4.5%

② 活用 の余地 はなさそうだ。 135ネ 土/468率 土28.8%

③ まだ良 くわか らない。 293社/468社62.6%

④ 無回答 19社/468社4.1%

●
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中小株式会社に対する会社法制定の影響

● 業種

1.農 林 水1%1

2.鉱 業

3.建 設 業

4.製 造 業

5.缶 口,1己業

6.ノ 」、プ己業

7.飲 食 ・旅館 業

8.金 融 ・f呆1二灸業寒

9.イ く動,権 業

10.

ll.サ ー ビ ス業

12.そ の他

13.無Uill答

合 名 ・合 資会社(27社)

運 輸 ・通 信 ・公 益 「拝業

● 資本金

● 直近の年間売 ヒ高

● 会社設V.の 年

● 創業の年

(複 数Illi答)

bド均

o峯1

〔〕制

1村

6率1

8客1

4率I

o糾

〔}き【

:3#f

1#t

1村

1挙1

2き1

511/il'1

'F均3億1288川11

・r上勾1953{i三

・F均1937年

● 経営者の履歴

1

11

3.

4.

5.

Ei.

創 業者

∫経営 者のr供,ま たは 」先供の配偶 者(家 族関係 者)u

∫経営 者の兄弟その他の親戚関係 者Il

∫経営者 と家族関係 ・親戚関係の ない従 業員か ら昇進 した蓄IJ

親会社,関 係会社等か ら派遣 され た者

その他

7.無qll答

2制

22きi

2#I

oft

〔〕初

0初

1ネ1

● 会祉 の区分

1.1司 族会社

2.非 同族の同族会社

3.非 同族会社

4.簸1ロ1答

25制

1き1

〔1き1

1社

zo7



問1.合 同会社制度 につ いて,ど のようにお考えです か?

① ぜ ひ合 同会社 に変更 したい。 → 問2へ 2社/27社7.4%

② 合 同会社へ の変 更を検 討 したい。 → 問2へ 9社/27社33.3%

③ 合 同会社 に変更す る 予定 はないが,関 心 はある。 → 問3へ13社/27社48 .1%

④ 変 更す る 予定 も,関 心 もない。 → 問3へ 3社/27社11。1%

問2.問1で,① 又は② と答え られ た方 にお尋 ねいた します。 なぜ,合 同会社 に変更なさい ま

すか?

① 社員 全員が平等に有限責任 となるこ とができるか ら。 6社/11社54.5%

② わず らわ しい債権 者保護の手続 きを と らな くて も変更 できるか

ら。

3社/11社27.3%

③ 吸収 分割など,一 部 の組f+}編 に も活用できるか ら。 0社/11社0.0%

④ その他 2社/11社18.2%

問3.問1で,③ 又は④ と答え られ た方 にお尋ねいた します。 なぜ,合 同会社への変更は検討

され ませんか?(※ 重複 回答が存在)

① 今のままでと くに不都合はないか ら。 7社/16社43.8%

② 労 務出費が認め られないか ら。 0ネ土/16柔 土o.o%

③ 信用度が低 ドするか ら。 1宇k/16茎 土6.3%

④ 社名変更,変 更登記な どの コス トがかかるか ら。 6皐1二/16社37.5%

⑤ その他 2ネ土/16#i12,5%

⑥ 無回答 1ネヒ/16#t6.3%

問4.貴 社 の帳簿記帳 ・決算書 の作成 については,社 内 でどこまで作 成 してい らっしゃいます

か?

① 社内では仕訳まで作成 してい る。 14社/27社51.9%

② 社内で試 算表 まで処理 した後,

る。

税理 士等が決算書を作成してい9社/27社33,3%

③ 社内で決fま で作成 してい る。 2#1:/27社7.4%

④ その他 2社/27社7.4%

問5.「 中小企業の会計 に関す る指針」 にお いて は,イ ンターネ ッ トな どを通 じた決算公告 を

推奨 しています。 この ことについて どのよ うにお考えですか?

① 決算公告は会社の内部情報を知 られ るので,で きれば避 けたい。13社/27社48.1%

② 銀行 ・取引 先か らの信 用を得 られるか も しれな いので検討 した

い。

6社/27社22.2%

③ その他 7社/27社25.9%

④ 無回答

問6.持 分会社において,減 資が認め られた ことについて,ど のよ うにお考えですか?

① 損失の填補のためであれば必要であ り,賛 成であ る。 8社/27社29.6%

1:



中小株式会社に対する会社法制定の影響

② 資本金が 変動す る ことは し信用 力の低 下に繋が り,賛 成 できな

いo

5峯士/27#」:18.5%

③ 関心 がない。 13案土/27ネ 土48.1%

④ その他 1社/27社3.7%

問7.持 分会社において,社 債の発行が認 められ たことについて,ど のようにお考えですか?

① 会社の資金の調達方法が 多様化 し,賛 成である。 発行 したい。 3≧量:/27峯 上11.1%

② す ぐに発行 しようとは思わ ないが,検 討 したい。 5宇ヒ/27峯i二18.5%

③ 持分の 出資 と異な り,

る。発行 した くな い。

償還が必 要で あ り,会 社の負担 が増加す4社/27社14.8%

④ 関心がな い。 15社/27社55.6%

⑤ その他 0ネ土/27峯 止0.0%

問8.無 限責任社員 の持分につ いて,

にお考えですか?

定款 で相続を認め る規定 を置 くことについて,ど の よう

① 新会社法施行後,早 急 に定 款を変更 したい。 3ネ土/27き 皇11,1%

② 今す ぐ必 要で はないが,検 討 したい。 17挙t/27き 止63.0%

③ 相続を認 めるつ も りはない。 → 問9へ 1社/27社3.7%

④ 関心がな い。 4社/27社14.8%

⑤ その他 2社/27社7.4%

問9.問8で,③ とお答え にな った会員様 にお尋ね いた します。 なぜ,相 続を認め る必要 はな

い とお考 えにな ります か?

① 今の ところ死亡を理 由とする退社は考え られないか ら。 of七/0#ヒ0.0%

② 定款変更 による登ll己な どがわず らわ しいか ら。 0社/0祉0.0%

③ 相続 人が信 頼に足 る人物で あるか確 かめ るために も,

は必 要で あるか ら。

他の 社員0社/0社0.0%

④ その他 1社/1社100.0%

問10貴 社 にお いて,

さい。

この ようなLLP制 度 を活用す ることにつ いての ご意見 をお聞かせ くだ

① 活用 を検討 してみたい。 0宇上/27峯 上0.0%

② 活用 の余地 はなさそ うだ。 8宇止/27挙 土29.6%

③ まだ良 くわか らない。 19ネ上/27社70.4%

〈合名会社の方のみにお尋ねします。〉 (全1社)

問1.こ のような,合 名会社の社員 を法人 とする方 法についてどうお考えにな るか,お 尋ね い

た します。

① 法人無限責任社員を入社させたい。 →問2へ 0社/1社0.0%

法人無 限責任 社員の入 社を検 討 した い,O

があ る。

また は検討す る可能性1社/1社100.0%
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③ 今の ところその必要 はな い。 →問3へ 0社/1社0.0%

④ とくに関心がない。 0社/1社0.0%

⑤ その他 0社/1社o.o%

問2.問1で,① と答 えられた方にお尋ね いた します。法人無 限責任社員の入社を希望 なさる

のは どうしてですか。

① 社名等の変更が不 要で,取 引先 に与え る影響が少ないか ら。 0祉/0社

② 社名等の変更が不 要で,コ ス トがかか らないか ら。 0社/0社

③ その他 0社/0社

問3.問1で,③ と答え られ た方 にお尋ね いた します。法人無 限責 任社 員が必要ないの はなぜ

ですか。

①2つ の会社 をつ くるため,法 人税を二重に払 うことにな り負担が

増 えるおそれがあるか ら。

0社/0社

② 債権 者の閲覧請求 への対応 な ど,

か ら。

開示のた めに コス トがかか る0社/0社

③ その他 0社/0社

〈合資会社 の方 のみにお尋 ね します。〉 (全26社)

問1.有 限責任社員 による会社 の意思決 定について,ど のようにお考 えですか。

① 賛成である。 →問2へ
9幸土/26#i二34.6%

② 反 対である。 →問3へ 5社/26社19.2%

③ どち らで もない,ま たは関心 がない。 10社/26社38.5%

④ その他 1ネ土/26ネ 上3.8%

⑤ 無回答 1社/26社3.8%

問2.問1で,① とお答えにな った方 にお尋ね いた します。有限責任会社社員 による会社 の意

思決定 に賛成 なさるのは,ど う してですか?

① 社1'1の適it三や 希望によ り柔軟に対応 できるか ら。 6社/9社66.7%

② 無 限責任 の負担を強 制す ることな く,

す くなるか ら。

新たな社 員を入社 させや2社/9社22.2%

③ その他 1冬上/9業t11.1%

問3.問1で,② とお答えにな った方 にお尋ね いた します。有限責任社員 による会社 の意思決

定 に反対な さる理 由をお教 え下 さい。

① 無限責任社員の会社意思1喪定への影響が減少するのは不安であ4社/
るから。

5社80.0%

② 有限 責任社員 が会社 の意思 決定 を行 うことによ って取 引先か ら1社/

の信用度が低 下す るのではないか とい う不安があ るか ら。

5挙土20.0%

③ その他 0社/5社0.0%
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中小株式会社に対する会社法制定の影響

有限会社(160社)

● 業種

1.農 林 水 産 業

2,鉱 業

3,建 設 業

4。 製 造 業

5.三 回」プ己業寒

6.ノ1、 プ己業

7,飲 食 。旅 館 業

8.金 融 ●f呆i喚業≡

9.不 動i%

10.運 輸 ・通 信 ・公 益 事 業

11.サ ー ビス 業

12.そ の 他

0社

0社

28社

27社

23社

12社

5社

3社

15社

1社

27社

19社

● 資本金

● 直近の年間売 ヒ高

● 会 社 設1/.の 年

● 創業の年

1ろ上二」1201ii旦1

・1ろ髭」8671/il'J

・F上5J1988{F

舳F上ム』1981{「

● 経営 者の履歴

1.創 業者

2.前 経営 者のt一供、 またはfiP:の 配偶 者(家 族関係 者)

:3,前 経営 者の兄弟その他の親戚関係 者

4.前 経営 者 と家族関係 ・親戚関係の ない従 業員か らri一進 した 者

5.親 会社、関係会社等か ら派遣 された 者

6.そ の他

7.∫!亜モlli答

107社

36社

0社

4社

1社

is

/1社

● 会社 の区分

1.同 族会社

2.非1司 族の 同族 会社

3.非Ilil族 会社

1.無 回答

119社

8社

17社

16社
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問1.新 会社法 による3つ の選択肢の うち,ど の方法を選択な さいますか?

① 新会社法の施行前までに,株 式会社に組織変更する。
一問2へ

7社/160社4.4%

② 新会社法 の施行後,商 号を変 更 して「株式会社」 とい う名称 を用

い る。 →問3へ

57社/160社35.6%

③ 新会 社法 の施行後 も,「 特例 有限会社 」 と して存 続 し,従 来の

「有限会社」 の名称をそのまま利用する。 →問4・ 問5へ

88塾土/160ネ 士55.0%

④ その他 8社/160社5.0%

問2.問1で ①を選択なさった方にお尋ねします。なぜ新会社法施行前の組織変更を選択され

ますか?

① もと もと,組 織変更を 予定 していたか ら。 5率土/7ネ 士71.4%

② 資産の評価益を計上 したいか ら。 1社/7社14.3%

③ その他 0峯土/7ネ 土0,0%

④ 無回答 1社/7社14.3%

問3.問1で ②を選択なさった方にお尋ねいたします。なぜ新会社法施行後の組織変更を選択

されますか?

① 最低 資本金規制が必 要な くなるか ら。 11社/57社19.3%

② 現 在の組織 はそのままに株式 会社 の商}}を 利川できるか ら。 42社/57社73.7%

③ 企 業買収 などを計 画 してい るため,

いか ら。

特 例有限会 社は利用 できな4社/57社7.0%

④ その他 0社/57社0.0%

問4.問1で ③を選択 なさった方 にお尋ねいた します。なぜ特例有限会社を選択 なさいますか?

① 商 号を変 更す ることは取 引先に影響 を与 えるか ら。 8社/88社9.1%

② 商 号を変 更す ることはコス トがか か り,面 倒 だか ら。 51き土/88ネ:ヒ58.0%

③ 決算公 告を した くないか ら。 4社/88社4.5%

④ 取締役の任期ごとに登記をする費用が負担だから。 10社/88社11.4%

⑤ その他 12社/88社13.6%

⑥ 無回答 3社/88峯 土3.4%

問5.問1で ③ を選択 なさ った方 にお尋ね いた します。 特例有限会社 にも社債の発行が認 めら

れた ことにつ いて,ど の ようにお考えですか?

① 会社の資 金の調達 方法が 多様化 し,賛 成で ある。発行 した い。 1峯土/88ネ 土1.1%

② す ぐに発行 しようとは思わ ないが,検 討 した い。 17社/88社19.3%

③ 持 分の 出資 と異 な り,償 還 が必 要であ り,

るので発行 した くない。

会社の 負担 が増加す19社/88社21.6%

④ 関心 がない。 40社/88社45.5%

⑤ その他 5社/88社5.7%
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問6.貴 社 の帳簿記 帳 ・決算 書の作成について,ど こまで社内でお こな っていますか?

① 社内で仕訳まで作成 してい る。 84社/160社52.5%

② 社内で試 算表 まで処理 した後,

る。

税理士等が 決算書 を作成 してい50社/160社31.3%

③ 社内で決算 蕎まで作成 してい る。 16ネヒ/160祁:10.0%

④ その他 7率1二/160き ヒ4.4%

⑤ 無回答 3ネt/iso上1.9%

問7.「 中小企 業の会計 に関す る指針」 にお いて は,イ ンターネ ッ トな どを通 じた決算公告 を

推奨 しています。 この ことについて どのよ うにお考えですか?

① 決算公告は会社の内部情報を知 られ るので,で きれば避 けたい。87社/160社54.4%

② 銀行 ・取 引先か らの信 用を得 られるか も しれな いので検討 した

いo

41ネ ヒ/160#_t:25.6%

③ その他 24案土/160率 七15。0%

④ 無1ロ1答 8き1二/160き ヒ5,0%

問8.貴 社 において,こ の ようなLLP制 度 を活 用す ることにつ いて

のご意見をお聞かせ くだ さい。

① 活用を検討 してみたい。 7者ヒ/160峯 土4.4%

② 活用の余地はな さそ うだ。 39宇上/160峯 ヒ24.4%

③ まだ良 くわか らない。 106社/160社66.3%

④ 無1司答 8ネt/160ネ ヒ5.0%
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